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株式分割、配当予想の修正、および株主優待制度の取り扱いに関するお知らせ 

 

当社は、2025 年11月11日開催の取締役会において、株式分割を行うことについて決議しましたので、

下記のとおりお知らせいたします。  

 

記  

 

１．株式分割の目的  

株式分割を行い投資単位当たりの金額を引き下げることにより、当社株式の流動性の向上と投資家層

のさらなる拡大を図ることを目的とするものです。  

 

２．株式分割の概要  

（１）分割の方法 2025 年 12 月 31 日（水曜日）を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または 

記録された株主の所有する普通株式を、１株につき２株の割合をもって分割いたします。  

 

（２）分割により増加する株式数  

株式分割前の発行済株式総数  12,890,960 株（2025年 11月 28日 30万株 消却後）  

今回の分割により増加する株式数  12,890,960 株  

株式分割後の発行済株式総数  25,781,920 株  

株式分割後の発行可能株式総数   64,000,000 株 （変更なし） 

 

（３） 分割の日程  

基準日公告日 2025 年 12 月 ８日 （月曜日）（予定）  

基準日   2025 年 12 月 31 日 （水曜日）  

効力発生日  2026 年 １月 １日   （木曜日）  

※基準日当日は、株主名簿管理人の休業日にあたり、実質的な基準日は 2025 年 12 月 30 日 

 （火曜日） となります。 

 

（４） その他 

今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。 
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３．配当予想の修正 

今回の株式分割に伴い、2025年５月 13日付で公表いたしました 2026年３月期の期末配当予想額を以

下のとおり修正いたします。なお、以下の今回修正予想は株式分割に伴う修正であり、前回予想の１株

当たりの期末配当予想に実質的な変更はありません。 

 
年間配当金 

中間 期末 合計 

前回予想 

（2025年５月 13日発表） 
37円 00銭 37円 00銭 74円 00銭 

今回修正予想 

〔株式分割前換算〕 
37円 00銭(注１) 

18円 50銭 

〔37円 00銭〕 

－（注２） 

〔74円 00銭〕 

前年実績 

（2025年３月期） 
34円 00銭 34円 00銭 68円 00銭 

 

（注１）2026年３月期の中間配当につきましては、株式分割の効力発生日以前に実施いたしますので、配

当予想の変更はございません。 

（注２）今回修正予想の合計につきましては、株式分割の実施により単純比較ができないため表示してお

りません。 

 

４．株主優待制度の取り扱いについて  

当社は 2025年９月 30日を基準日とする株主優待制度の拡充を実施いたしましたが、今回の株式分割

後においても優待の対象条件は変更いたしません。 

したがって、基準日（３月 31日および９月 30日の年２回）現在の株主名簿上で、当社株式を１単元

（100株）以上保有されている株主様を対象におこめ券を贈呈いたします。 

これにより、分割後に最低投資単位（100株）保有されている株主様も優待の対象となります。 

 

区別 
優待枚数 

(おこめ券) 

長期保有（3年以上） 

の場合 

100～299株 1枚 

1枚追加 300～499株 2枚 

500～999株 3枚 

1,000～9,999株 4枚 
2枚追加 

10,000株以上 5枚 

 

※１．継続保有期間３年以上の株主様（長期保有株主様）とは、３月 31 日および９月 30 日の株主名簿

に、同一株主番号で７回以上連続して記載または記録されている株主様といたします。 

 

※２．継続保有期間３年以上の株主様（長期保有株主様）につきましては、判定日以前の株主名簿に記載

または記録されている保有株式数にかかわらず、判定日の株主名簿に記載または記録されている保

有株式数に応じて、長期保有優遇制度を適用させていただきます。 

 

 

以 上 


